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秋田県農業農村整備関係補助金及び交付金等交付要綱

令　和　7　年　度



　秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）第９章第２節の規定に

基づき、秋田県農業農村整備関係補助金及び交付金等交付要綱を次のように定める。

（補助金及び交付金等交付対象事業等）

第１条　秋田県農業農村整備関係補助金及び交付金（以下「補助金等」という。）の交付の対象とする

事業（以下「補助事業等」という。）及び補助金等の率又は額は別表第１に定めるとおりとする。

（交付申請書）

第２条　財務規則第２４７条に規定する補助金等の交付申請は、補助金等交付申請書（様式第１号）に

　よるものとし、その提出期限は、知事が別に定める日とする。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

　(1) 経費の配分及び事業計画の概要（様式第２号）

　(2) 収支予算書（様式第３号）

　(3) 数人が共同で施行する補助事業にあっては、代表者選任届（様式第４号）

　(4) 県単土地改良事業で市町村が間接補助事業者となる場合にあっては、市町村の補助金交付規則、

　　要綱等の写

　(5) その他知事が必要とし提出を求める書類

３　第１項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額

　（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第

　１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭

　和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得

　た金額をいう。以下同じ。）があるときには、これを減額して申請しなければならない。

　　ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合には、この

　限りでない。

（交付の条件）

第３条　財務規則第２４９条に規定する「交付の目的を達成するために必要な条件」とは、次の各号に

　掲げる事項とする。

  (1) 補助金等を他の目的に使用しないこと。

　(2) 次に掲げる場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。

　　(ｱ) 補助事業等に要する経費の配分及び補助事業等の内容を変更（別表第２に掲げる重要な変更）

　　　するとき

　　(ｲ) 補助事業等を中止し又は廃止するとき
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　　(ｳ) 補助事業等を他の者に継承させるとき

　(3) 国の交付金を財源とする補助事業等にあっては、第１項(2)の規定による知事の承認は、各交付

　　金の趣旨に沿って行うものとする。

　(4) 当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につい

　　ての証拠書類を補助事業等終了の翌年度から起算して８年間整理保管しておくこと。

　　　ただし、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合にお

　　いては、財産管理台帳（様式第５号）及びその他関係書類を整備保管しておくこと。

　(5) 基盤整備促進事業費補助金、農村総合整備事業費補助金、高収益作物関連支援事業費補助金に係

　　る補助事業者は、当該事業の施行に係る受益地の全部又は一部を当該事業の完了の公告の日（その

　　公告において工事の完了の日がしめされたときは、その公告の日）の属する年度の翌年度から起算

　　して８年を経過しない間に農地以外に転用し、又は開田した場合にはその転用もしくは開田した農

　　地が小規模及び農林省農地局長通達（昭和４４年５月２４日４４農地Ａ第８２７号、昭和４５年７

　　月４日４５農地Ａ第１０８７号）に定める場合を除き、県から受けた補助金のうち１０ａ当たりの

　　補助金の額（補助金の額、又は受益地の面積が変更された場合には、別に通知する金額）の受益地

　　のうち農地以外に転用し、又は開田した面積に相当する数を乗じて得た金額に相当する額を県に返

　　還しなければならないこと。

　　　なお、県単土地改良事業費補助金については、この規定に準ずる。

  (6) 財務規則、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補

　　助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、農林畜水産

　　業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）及び要綱の関係規定を遵守するとともに、

　　知事の指示及び命令事項を確実に履行すること。

  (7) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる

　　管理者の注意をもって管理するとともに補助金等交付の目的にしたがって、その効率的な運営を図

　　ること。なお、この財産について、事業計画と異なる形態での使用や貸し付け等の財産処分を行う

　　場合は、その理由書（任意様式）により知事に協議すること。

　(8) 前号の財産で１件の取得価格が５０万円を超える財産については、耐用年数期間内に知事の承認

　　を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、知事に当該収入の一部を納付させることが

　　あること。

  (9) 補助事業等が完了し、又は中止若しくは廃止された場合において、当該事業により取得した工事

　　材料その他の物件が残存するときは、遅滞なく品目、数量及びその金額を知事に報告し、その指示

　　を受けること。

　(10)市町村以外の事業主体がその代表者を変更したときは、遅延なく代表者名義変更届（様式第６号）

　　を知事に提出すること。

（交付決定通知）

第４条　財務規則第２５０条による補助金等交付の決定の通知は、補助金等交付決定通知書（様式第７

　号）によるものとする。
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（着手（完了）届）

第５条　補助事業等を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業者が当該事業に着手又は完

　了したときは、遅滞なく着手（完了）届（様式第８号）を提出するものとする。

　　ただし、別表第３に掲げる補助事業について、事業の効果的な実施を図るうえで、緊急やむを得な

　い事情により交付決定前に着工する必要があり、当該事業について事業の内容が的確である場合には、

　事業実施主体は、あらかじめ知事に適正な指導を受けて、その理由を明記した交付決定前着手届また

　は交付決定前着工届（様式第24号）を提出したのちに着工するものとする。

（事業計画内容変更等の承認申請）

第６条　第３条第１項第２号（ア）及び（イ）の規定による承認の申請は、変更承認申請書（様式第９

　号）によるものとする。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

　(1) 経費の配分及び事業計画の概要（様式第２号）

　(2) 収支予算書（様式第３号）

　(3) その他知事が必要とし提出を求める書類

３　第３条第１項第２号（ウ）の規定による事業承継の承認申請は、事業承認申請書（様式第１０号）

　によるものとし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

　(1) 収支予算書（譲渡事業のみ）

　(2) 議決を得たことを証する書面

（変更交付決定通知）

第７条　財務規則第２５２条による変更交付決定の通知は、補助金等変更交付決定通知書（様式第１１

　号）によるものとする。

（状況報告）

第８条　財務規則第２５３条の規定による補助事業等遂行状況の報告は、補助事業等状況報告書（様式

　第１２号）により補助金等交付の決定に係る年度の１２月３１日現在における当該事業の遂行状況を

　翌月１０日まで報告するものとする。ただし、概算払請求書の提出のあったものはこれにかえること

　ができる。

２　地方事務費及び補助金等交付の決定に係る年度の１２月３１日以前に完了した事業については報告

　を要しないものとする。

（補助金等の概算払等）

第９条　財務規則第２５８条第２項及び第３項の規定による概算払及び第４項の規定による前金払をす

　ることができる補助金等の種類、概算払又は前金払の限度額及びその交付時期は別表第４に定めるも

　のとする。
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２　概算払又は前金払を受けようとする者は、補助金等概算（前金）払申請書（様式第１３号）及び請

　求書（様式第１４号）を提出するものとする。

（実績報告）

第10条　財務規則第２５５条の規定による補助事業等の実績の報告は、実績報告書（様式第１５号）に

　より、事業完了の日から起算して１０日を経過した日、又は、事業完了の日が属する年度の３

　月３１日のいずれか早い期日までに提出するものとする。　　

２　前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

　(1) 経費の配分及び事業実績の概要（様式第２号）

　(2) 請負及び竣工検査調書（様式第１６号）、地区別検査調書（様式第１６号－２）

　(3) 収支精算書（様式第１７号）

　(4) 財産調書（様式第１８号）

　(5) その他知事が必要とし提出を求める書類

３　第２条第３項ただし書により交付の申請をした者は、第１項の実績報告書を提出するにあたって、

　当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額し

　て報告しなければならない。

４　第２条第３項ただし書により交付の申請をした者は、第１項の実績報告書を提出した後において消

　費税及び地方消費税の申告により当該補助金にかかる消費税等仕入控除税額が確定したときには、そ

　の金額（前項の規定により減額をした各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金

　額）を補助金にかかる消費税等仕入控除税額報告書（様式第１９号）により速やかに知事に提出し、

　知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（補助金等の請求）

第11条　補助金等の請求は、請求書(様式第１４号)により行うものとする。

（補助金等の額の確定）

第12条　財務規則２５６条の規定により補助金等の額を確定し、すでに行った交付の決定の変更を要す

　るときは、補助金等確定通知書（様式第２０号）により通知するものとする。

（増築等に伴う手続き）

第13条　補助事業者は、補助事業で取得した財産を処分制限期間内に、施設等の移転、更新又は生産能

　力、利用規模もしくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を行う必

　要が生じたときは、あらかじめ、補助事業で取得した施設等の増改築（模様替え）届（様式第25号）

　により、知事に届け出るものとする。
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（財産の処分の制限及び財産取得の報告書等）

第14条　財務規則第２６１条の規定により、知事の承認を受けないと処分することのできない財産は１

　件の取得価格が５０万円を超える財産とする。ただし、当該補助事業等の完了後「減価償却資産の耐

　用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）に定める期間を経過した財産に

　ついては、同条の規定は適用しないものとする。

２　１件の価格が５０万円を超える備品を取得するときは、財産購入承認申請書（様式第２１号）によ

　るものとする。

３　補助事業等により取得した財産を、目的外に利用するときは、財産目的外利用承認申請書（様式第

　２２号）によることとし、申請にあたっては事前に協議するものとする。

４　本条第１項の規定により知事の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書（様式第２３号）

  によることとし、申請にあたっては事前に協議するものとする。

５　知事は、前項の承認をする場合は、補助事業者に対して、残存簿価、時価評価額又は財産処分によ

　り生じる収益（損失補償金を含む。）のいずれか高い金額に、補助率を乗じて得た額の納付を命ずる

　ことができる。

６　前項の規定は、補助事業者の責めに帰すことができない、やむを得ない事由による取り壊し又は廃

　棄の場合は、適用しない。

（提出書類の経由）

第15条　この要綱により知事に提出する書類は、事業施行地区を管轄する地域振興局を経由させるもの

　とする。

（読み替え規定）

第16条　別表第５に掲げる補助金については、本要綱第２条から第１０条第２項中、知事を所轄地域振

　興局長と、様式第１号から第１８号、及び第２０号から第２２号中、秋田県知事を地域振興局長と読

　み替えるものとする。

（その他）

第17条　本要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附　則

１　この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

２　この要綱は、平成29年7月31日から施行する。

３　この要綱は、平成29年8月17日から施行する。

４　この要綱は、平成29年12月28日から施行する。

５　この要綱は、平成30年2月14日から施行する。

６　この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

７　この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

８　この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

９　この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

１０　この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
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１１　この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

１２　この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

１３　この要綱は、令和2年5月28日から施行する。

１４　この要綱は、令和2年10月8日から施行する。

１５　この要綱は、令和2年10月28日から施行する。

１６　この要綱は、令和2年11月10日から施行する。

１７　この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

１８　この要綱は、令和3年7月7日から施行する。

１９　この要綱は、令和3年10月8日から施行する。

２０　この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

２１　この要綱は、令和4年6月21日から施行する。

２２　この要綱は、令和4年10月6日から施行する。

２３　この要綱は、令和4年12月22日から施行する。

２４　この要綱は、令和5年4月3日から施行する。

２５　この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

２６　この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

２７　この要綱は、令和7年10月3日から施行する。

２８　この要綱は、令和8年2月27日から施行する。
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別表第1　　補　助　金　の　名　称　等
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事業名 国 県

補　　助　　事　　業 補助率又は額

採　　択　　基　　準

補助金等　　　　　　　
の名称

補助金　　　　
等の交　　　　
付目的

補助金　　　
の交付　　　
対象者

摘要

41 　中山間 中山間地域 １　市町村 　日本型直接支払推進交付金実施要綱・要領 定額 1 市町村 事業開始
地域等直 等直接支払 　推進事業  に定める基準による。 Ｈ12年度
接支払推 交付を適正 2 推進組織
推交付金 に実施する ２　推進組

ための支援 　織推進事
　業

42 　基幹水 土地改良事 基幹水利施  　土地改良事業団体連合会が行う、基幹水 事業費の50 事業費の50 土地改良事 事業開始
利施設技 業の推進 設技術管理  利施設保全管理技術向上研修事業に要する ％ ％ 業団体連合 H28年度
術管理強 強化特別指  経費。 会
化特別指 導事業費
導事業費
補助金

43 　中山間 収益性の高 中山間地域  　中山間地域所得向上支援対策要綱、同要領 1/2以内 市町村 事業開始
地域所得 い農産物の 所得向上支  に定める基準による。 H28年度
向上支援 生産や販売 援事業
事業費補 等に必要な
助金 経費に対す

る支援

44 里地里山 里地里山の １　里地里 　　里地里山保全活動支援事業 １　定額 認定地域の 事業開始
保全活動 保全・継承 　山のサポ 　事業実施要領に定める基準による。 （上限 農業者等で H29年度
支援事業 の促進 　ート活動 　500千円） 組織される
費補助金 　支援事業 団体又は

市町村又は
土地改良区

45 　農泊ビ 県内で、農 農泊ビジネ 　農泊ビジネス起業支援事業の実施要領に定め 1/2以内 秋田県で農 事業開始
ジネス起 家民宿など ス起業支援 る基準による。 泊ビジネス H29年度
業支援補 農泊ビジネ 事業 を起業しよ
助金 スを起業す うとする者

る際の施設
改修費等を
支援

46 　高収益 土地改良事 １　高収益 　高収益作物導入計画策定事業実施要領に定め １ 市町村又は 事業開始
作物関連 業の促進 　作物導入 る基準による。 定額 - 土地改良区 H30年度
支援事業 　計画策定
費補助金   事業 - 定額

２　高収益 　高収益作物関連支援事業実施要領に定める ２
　作物関連 基準による。 ﾊｰﾄﾞ事業 ﾊｰﾄﾞ事業 市町村又は
　支援事業 事業費の50 事業費の20 土地改良区

%以内（6法 %以内 等
指定地域は
55%)
ｿﾌﾄ事業 -
定額又は事
業費の50%
以内（6法
指定地域は
55%)

(上限500千
円)

（上限150千
円）
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別表第2　　重　要　な　変　更
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事業名 経費の配分の変更 事業内容の変更補助金等の名称

35 　土地改良区区域拡 農業水利管理体制強化支援事業 事業に要する経費の増減 区域拡大の面積の変更

大支援事業費補助金 （土地改良区区域拡支援事業）

36 中山間地域等直接支 中山間地域等直接支払交付金 事業に要する経費の増減

払交付金

37 中山間地域等直接支 市町村推進事業 事業に要する経費の増減

払推進交付金 推進組織推進事業

38 　基幹水利施設技術 基幹水利施設技術管理強化特 補助事業に要する経費の増減

管理強化特別指導事 別指導事業

業費補助金

39 　中山間地域所得向 中山間地域所得向上支援事業 補助事業に要する経費の増減 1　事業実施主体の変更

上支援事業費補助金 2　事業の新設、中止又は廃止

40 　里地里山保全活動 1　里地里山のサポート活動 補助事業に要する経費の増減 1  事業実施主体の変更

支援事業費補助金    支援事業 2　事業の新設、中止又は廃止

41 　農泊ビジネス起業 農泊ビジネス起業支援事業 事業に要する経費の30％を超える 1　事業実施主体の変更

支援補助金 増減 2　事業の新設、中止又は廃止

43 　高収益作物関連支 １　高収益作物導入計画策定事業 1　地区相互間の経費の額の流用 1　総事業費の20パーセント以上

援事業費補助金 ２　高収益作物関連支援事業 2　交付対象事業者の名称の変更 　の増減

3　定額・定率の相互間の流用 2　受益面積の5パーセント以上

　かつ5ヘクタール以上の変動

44 　土地改良施設突発 土地改良施設突発事故復旧事業 1　事業に要する経費の30％を超える 1　計画の中止又は廃止

事故復旧事業費補助 （補助）    増減

金

45 　団体営農業水路等 団体営農業水路等長寿命化事業 1　都道府県毎の交付金の額の変更 1　計画の廃止

長寿命化事業費補助 2　計画の期間の変更

金 3　計画の目標の変更

4　交付対象事業の全体事業費の

　30パーセント以上の増減

5　交付対象事業の新設又は廃止

- 35 -
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別表第3　　交付決定前着工又は着手ができる補助金等の種類
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別表第３　交付決定前着工又は着手ができる補助金等の種類

補助事業の種類 補助事業者 摘　　要

1 　多面的機能支払推 多面的機能支払推進交付金 市町村又は推進組織 様式第24号（その1）

進交付金

2 　中山間地域等直接  1　市町村推進事業  1　市町村 様式第24号（その2）

支払推進交付金  2　推進組織推進事業  2　推進組織

3 　戦略作物生産拡大 団体営戦略作物生産拡大基盤整 市町村又は土地改良区 様式第24号（その3）

基盤整備促進事業 促進事業

4 　基盤整備促進事業 基盤整備促進事業 市町村その他知事が適当と認める者 様式第24号（その4）

費補助金

地形図作成事業 ・市町村

・土地改良区

農地耕作条件改善事業(簡易型)

5 　土地改良事業設計 調査設計事業 市町村その他知事が適当と認める者 様式第24号（その5）

費補助金

6 　農業集落排水事業 農業集落排水事業 市町村 様式第24号（その6）

費補助金

7 　中山間地域所得向 中山間地域所得向上支援事業 市町村 様式第24号（その7）

上支援事業費補助金

8 　里地里山保全活動 1　里地里山のサポート活動 認定地域の農業者等で組織される団体 様式第24号（その8）

支援事業費補助金    支援事業 市町村

土地改良区

9 　基幹水利施設技術 基幹水利施設技術管理強化特別 土地改良事業団体連合会 様式第24号（その9）

管理強化特別指導事 指導事業

業費補助金

10 　土地改良区施設・ 土地改良区施設・財務等管理 土地改良事業団体連合会 様式第24号（その10）

財務等管理強化支援 強化支援事業

事業費補助金

11 　土地改良区統合整 土地改良区統合整備促進事業 統合整備対象土地改良区 様式第24号（その11）

備促進事業費補助金

12 　農泊ビジネス起業 農泊ビジネス起業支援事業 秋田県で農泊ビジネスを起業 様式第24号（その12）

支援補助金 しようとする者

13 　土地改良施設維持 土地改良施設維持管理適正化 土地改良事業団体連合会 様式第24号（その13）

管理適正化事業費補 事業

助金 施設改善対策事業

安全管理施設整備対策事業

14 　高収益作物関連支 １　高収益作物導入計画策定事業 １　市町村又は土地改良区 様式第24号（その14）

援事業費補助金 ２　高収益作物関連支援事業 ２　市町村又は土地改良区等

15   農業水利施設保全 水利施設整備事業 市町村又は土地改良区等 様式第24号（その15）

合理化事業費補助金 (管理省力化施設整備事業）

16 　土地改良施設突発 土地改良施設突発事故復旧事業 市町村又は土地改良区等 様式第24号（その16）

事故復旧事業費補助金 （補助）

17 　団体営農業水路等 団体営農業水路等長寿命化事業 市町村又は土地改良区等 様式第24号（その17）

長寿命化事業費補助金

補助金等の名称

市町村・土地改良区又は農地中間管
理機構等
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別表第4　　概算払(前金払)できる補助金の種類
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補　助　事　業　の　種　類 補　助　事　業　者 概算払・前金払の率又は額 交付時期補　助　金　の　名　称

出来高が補助事業費の5／10以上ある

場合において出来高に相当する補助金額

（以下「出来高相当補助金額」という。） 出来高による

の9／10

ただし、繰越承認を受けた場合年度内出来高の10/10

出来高が補助事業費の5／10以上ある

場合において出来高に相当する補助金額

（以下「出来高相当補助金額」という。） 出来高による

の9／10

ただし、繰越承認を受けた場合年度内出来高の10/10

34 土地改良区区域拡大支援事業費補助金
農業水利管理体制強化支援事業（土地改良区区域拡支援事
業）

市町村 交付決定額の10／10以内

35 中山間地域等直接支払交付金 中山間地域等直接支払交付金 市町村

36 中山間地域等直接支払推進交付金 市町村推進事業 市町村

推進組織推進事業 推進組織

37 基幹水利施設技術管理強化特別指導事業費補助金 基幹水利施設技術管理強化特別指導事業 土地改良事業団体連合会 交付決定額の1／4以内 四半期ごと

交付決定額の9／10以内

32 団体営戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費補助金 団体営戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費補助金 土地改良区又は市町村等

33 農業水利施設保全合理化事業費補助金 水利施設整備事業（管理省力化施設整備事業） 市町村又は土地改良区等

交付決定額の10／10以内

38 里地里山保全活動支援事業費補助金 里地里山のサポート活動支援事業
認定地域の農業者等で組織される団体
市町村、土地改良区

交付決定額の10／10以内

39
農泊ビジネス起業支援補助金

農泊ビジネス起業支援事業
秋田県で農泊ビジネスを起業しようと
する者

-
 4

3
 -
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別表第5　知事から地域振興局長に対し事務を委任する補助金
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別表第５ 知事から地域振興局長に対し事務を委任する補助金

基盤整備促進事業費補助金

土地改良事業設計費補助金（市町村分に限る）

農村振興総合整備実施計画費補助金

農村振興総合整備統合補助事業費補助金

農業集落計画策定調査計画費補助金

農業集落排水事業費補助金

中山間地域総合整備事業実施計画費補助金

中山間地域総合整備事業費補助金

農村振興基本計画策定費補助金

団体営ため池等整備事業費補助金

県単小規模土地改良事業費補助金

高度土地利用調整事業補助金（調査・調整事業）

高度経営体面的集積促進事業費交付金

中心経営体農地集積促進事業費交付金

基幹水利施設管理事業費補助金

地方拠点都市地域関連農村整備推進調査費補助金

地域用水機能増進事業費補助金

農村環境計画策定費補助金

ほ場整備関連生態系保全連携事業費補助金

むらづくり支援事業費補助金

担い手育成農地集積事業費補助金

地域環境保全型農業推進総合整備事業費補助金

多面的機能支払交付金

多面的機能支払推進交付金

水利施設管理強化事業費補助金

団体営農業水利施設ストックマネジメント事業費補助金

土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業費補助金

団体営戦略作物生産拡大基盤整備促進事業

県営造成施設等突発事故復旧支援事業

農業水利施設保全合理化事業（管理省力化施設整備事業）

中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等直接支払推進交付金

中山間地域所得向上支援事業費補助金

里地里山保全活動支援事業費補助金

高収益作物関連支援事業費補助金

団体営農業水利施設ストックマネジメント事業費補助金

土地改良施設突発事故復旧事業費補助金

団体営農業水路等長寿命化事業費補助金

スマート田んぼダム実証事業補助金

中山間地域農業活性化計画策定支援事業費補助金

土地改良区統合整備促進事業費補助金

土地改良区区域拡大支援事業費補助金

県単遊休農地再生利用事業費補助金

未来へつなぐ元気な農山村創造事業

団体営実施計画策定事業費補助金

土地改良区電気料金等緊急支援事業費補助金

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業費補助金

農業水利施設安全管理事業費補助金

最適土地利用総合対策事業費補助金

農業生産基盤保全計画等策定事業費補助金（土地改良区分に限る）

水利施設管理強化事業費補助金（渇水・高温対策）

渇水応急対策事業費補助金

営農型太陽光発電モデル支援事業費補助金
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様　　　　式



様式番号 名　　　　　　　　称 関　係　条　項

第1号 補助金交付申請書 第2条第1項

第2号 経費の配分及び事業計画（実績）の概要

（その1） 別表第1の補助金の名称欄の1から3及び11、29、 第2条第2項、第6条第2項

30、34、36、37、55、60の補助金に係る事業の場合 第10条第2項

(補助金の名称1のうち、農地耕作条件改善事業(簡易型)を除く)

（その2） 農村振興総合整備統合補助事業・田園整備事業の場合

（その3） 農村振興基本計画策定事業の場合

（その4） 土地改良施設維持管理適正化事業の場合

（その5） 農業集落排水事業の場合

（その6） 土地改良区統合整備促進事業・活性化構想策定事業・土地

改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業・農業生産基盤保全計

画等策定事業の場合

（その7） 農村振興総合整備実施計画策定事業・中山間地域総合整備

実施計画策定事業の場合

（その8） 中山間地域総合整備事業・基幹水利施設管理事業の場合

（その9） 農業集落計画策定調査計画事業の場合

（その10） 農村環境計画策定事業の場合

（その11） 担い手育成農地集積事業・高度土地利用調整事業（調査・

調整事業）・高度経営体面的集積促進事業・中心経営体農

地集積促進事業・ほ場整備関連生態系保全連携事業の場合

（その12） 地方拠点都市地域関連農村整備推進調査の場合

（その13） 地域用水機能増進事業の場合

（その14） 団体営ため池等整備事業の場合

（その15） むらづくり支援事業の場合

（その16） 土地改良区区域拡大支援事業の場合

（その17-1） 多面的機能支払交付金の場合

（その17-2） 多面的機能支払推進交付金の場合

（その18） 県営造成施設等突発事故復旧支援事業・中山間地域農業活性化計画

策定支援事業の場合

（その19-1） 団体営戦略作物生産拡大基盤整備促進事業の場合

（その19-2) 農地耕作条件改善事業(簡易型)・高収益作物関連支援事業の場合

（その20-1) 水利施設整備事業（管理省力化施設整備事業）の場合

（農業水利施設保全合理化事業の場合）

（その20-2） 水利施設整備事業（管理省力化施設整備事業）の場合

（農業水路等長寿命化・防災減災事業の場合）

（その21） 中山間地域等直接支払交付金の場合

（その22） 中山間地域等直接支払推進交付金の場合

（その23） 中山間地域所得向上支援事業費補助金の場合

様　　　　式
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（その24） 里地里山保全活動支援事業費補助金の場合

（その25） 農泊ビジネス起業支援補助金の場合

（その26） 土地改良施設突発事故復旧事業費補助金の場合

（その27） 団体営農業水路等長寿命化事業費補助金の場合

（その28） スマート田んぼダム実証事業補助金の場合

（その29） 県単遊休農地再生利用事業費補助金の場合

（その30-1） 団体営ため池等整備事業（情報通信環境整備対策事業補助金）の場合

（その30-2） 団体営ため池等整備事業（農業生産基盤情報通信環境整備事業費

補助金）の場合

（その31） 未来へつなぐ元気な農山村創造事業費補助金の場合

（その32） 災害時等農業用排水機能確保支援事業費補助金の場合

（その33） 土地改良区電気料金等緊急支援事業費補助金の場合

（その34) 農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業費補助金の場合

（その35） 農業水利施設安全管理事業費補助金の場合

（その36） 最適土地利用総合対策事業費補助金の場合

（その37） ため池フォーラム開催事業費補助金の場合

（その38） 渇水応急対策事業費補助金の場合

（その39） 営農型太陽光発電モデル支援事業費補助金の場合
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様式番号 名　　　　　　　　称 関　係　条　項

第3号 収支予算書 第2条第2項、第6条第2項

第4号 代表者選任届 第2条第2項

第5号 財産管理台帳 第3条

第6号 代表者名義変更届 第3条

第7号 補助金交付決定通知書 第4条

第8号 着手（完了）届 第5条

第9号 変更承認申請書 第6条第1項

第10号 事業承認申請書 第6条第3項

第11号 補助金変更交付決定通知書 第7条

第12号 補助事業状況報告書 第8条

第13号 補助金概算払（前金払）申請書 第9条第2項

第14号 請求書 第9条第2項、第11条

第15号 実績報告書 第10条第1項

第16号 請負及び竣工検査調書 第10条第2項

第17号 収支精算書 第10条第2項

第18号 財産調書 第10条第2項

第19号 消費税等仕入控除税額報告書 第10条第4項

第20号 補助金確定通知書 第12条

第21号 財産購入承認申請書 第14条第2項

第22号 財産目的外利用承認申請書 第14条第3項

第23号 財産処分承認申請書 第14条第4項

第24号 交付決定前着手届・着工届

（その1） 多面的機能支払推進交付金の場合 第5条

（その2） 中山間地域等直接支払推進交付金の場合 第5条

（その3） 戦略作物生産拡大基盤整備促進事業 第5条

（その4） 基盤整備促進事業 第5条

（その5） 土地改良事業費設計費補助金 第5条

（その6） 農業集落排水事業 第5条

（その7） 中山間地域所得向上支援事業費補助金 第5条

（その8） 里地里山保全活動支援事業費補助金 第5条

（その9） 基幹水利施設技術管理強化特別指導事業費補助金 第5条

（その10） 土地改良区施設・財務等管理強化支援事業費補助金 第5条

（その11） 土地改良区統合整備促進事業費補助金 第5条

（その12） 農泊ビジネス起業支援補助金 第5条

（その13） 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 第5条
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様式第１号　補助金等交付申請書（第２条第１項） 

年　　月　　日　　

　（あて先）秋田県知事

住所（法人にあっては事務所の所在地）　　　　　　

氏名（法人にあっては代表者職氏名）　　　　　　　

　　　　年度において次のとおり補助金等を交付されるよう申請します。

　１　補助金等の名称

　　　　　（地区名）

　２　補助金等の使用目的

　３　補助事業等の種類

　４　補助金等申請額　　　￥

　５　補助事業等の実施期間

　６　経費の配分及び事業計画の概要（別紙）

　７　収支予算書（別紙）

　８　本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等

　　（１）責任者の所属部署・職名・氏名

　　（２）担当者の所属部署・職名・氏名

　　（３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）

（注）(１)　１及び３は、要綱別表第１に掲げる事項と同一のものであること。

　　　(２)　２は、要綱別表第１に掲げる「補助金等交付の目的」の事項を参考にして記入すること。

補助金等の交付について（申請）



様式第２号（第２条第２項、第６条第２項、第10条第２項）

（その１）別表第1の補助金の名称欄の1から3及び11、29、30、34、36、37、55、60の補助金に係る事業の場合(補助金の名称1のうち農地耕作条件改善事業

(簡易型)を除く )経費の配分及び事業計画（実績）の概要

事業名 年度～ 年度

円 円 円 円 円 円 円 受益面積

ｈａ

施行年度

　　年度

～

　　年度

工　　期

　年　月

～

　年　月

（注）１　施設・財務管理強化対策事業の場合は、本年度の事業量欄に専門指導員設置数及び指導（予定）地区数を記載すること。

　　　２　受益農地管理強化対策事業の場合は、本年度の事業量欄に指導地区数を記載すること。

　　　３　国土調査事業の場合は、申請の都度送付される様式による。

経費の配分及び事業計画（実績）の概要
地区名　　　　

(事業主体)
施行年度

総　　　量 前年度まで 本　　　　年　　　度 翌年度以降

国庫補助金以外の財源

施設の

予　定

管理者

費   目 工    種 備　　考
事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

国　庫　　
補助金

国　庫　　
補助率

事業量 事業費都道府　
県　費

市町村費
土地改良区

その他

工 事 費

純工事費

工事雑費

小計

事業主体　　　
事務費

計



（その25）農泊ビジネス起業支援補助金の場合

農泊ビジネス起業支援補助金実施要領に定める



様式第７号　補助金等交付決定通知書（第４条）

　　　　　　　　　指令－

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

補助事業者　　　様

秋田県知事　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　年　　　月　　　日付第　　　　　号で申請のあった補助金等の交付については、次のとおり交付する

　 ことに決定したので、秋田県財務規則第250条の規定により通知します。

　１．交付決定金額　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　円

国庫補助金等 県補助金等

円 円

２　補助事業等の目的

　　秋田県農業農村整備関係補助金及び交付金等交付要綱に従うこと。

交付決定金額の内訳

交付決定額

円 円

３　交　　付　　条　　件

補助（交付金）対象
事項

事業費 自己負担金



様式第９号　変更承認申請書（第６条第１項）

　　年　　　月　　　日

（あて先）秋田県知事

住所（法人にあっては事務所の所在地）

氏名（法人にあっては代表者職氏名）

　　　　年　　月　　日付第　　　　　　号をもって決定を受けた補助金等の交付条件について変更

（中止・廃止）したいので、関係書類を添えて申請します。

１　補助金等の名称

　　（ 地 区 名 ）

２　変更（中止・廃止）理由

３　交 付 決 定 額

４　変更後申請額

５　経費の配分及び事業計画概要（別紙）

６　収支予算書（別紙）

７　本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等

　　（１）責任者の所属部署・職名・氏名

　　（２）担当者の所属部署・職名・氏名

　　（３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）

変　更　承　認　申　請　書



様式第11号　補助金等変更決定通知書（第７条）

指令　　　－

　　　年　　　　月　　　　日

補助事業者　　　　　　様

秋田県知事　　　　　　　　　印

　　　　　年　　　月　　　日付第　　　号をもって通知した補助金等の交付決定を次のとおり取り消し

（変更）することに決定したので、秋田県財務規則第252条の規定により通知します。

１　取消し（変更）する事項

２　取消し（変更）の範囲

３　取消し（変更）の理由

４　取消し（変更）による新たな条件

国費 県 国費 県

交　　　付　　　額

変更前 変更後

内訳 内訳項目
事業費 補助金等 事業費 補助金等



様式第13号　補助金等概算払（前金払）申請書（第９条第２項）

　　年　　月　　日

（あて先）秋田県知事

住所（法人にあっては事務所の所在地）

氏名（法人にあっては代表者職氏名）

　　　　年　　　月　　　日付指令　　により補助金等の交付の決定を受けましたが、補助金等交付

　の決定の内容及び補助（交付）の条件に従い事業を完全に遂行しますから、補助金等の概算

　払（前金払）を受けたく申請します。

１　補助金等の名称

　　（ 地 区 名 ）

２　補助事業等の種類

３　事業完了予定年月日　　　　　 　　　年　　　月　　　日

４　補助金等の決定額

５　既　　受　　領　　額

６　今回請求額

７　概算払（前金払）申請理由

　　本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等

　　（１）責任者の所属部署・職名・氏名

　　（２）担当者の所属部署・職名・氏名

　　（３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）

補助金等の概算払（前金払）について（申請）

￥

￥

￥



様式第１４号　請求書（第９条第２項、第１１条）

（概算払・前金払）

年　　　月　　　日

（あて先）秋田県知事

 （または地方公所の長）

債権者

次のとおり請求します。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　

　￥

　￥

　￥

　￥

経費の内訳

（　　年　　月　　日付け指令第　　　号による補助金等）

請　　求　　書

住 所

（ Ｔ Ｅ Ｌ ）

商号又は名称

氏 名

請 求 金 額

契 約 （ 指 令 ） 金 額

前 回 受 領 額

今 回 請 求 額

今 後 請 求 予 定 額

支払方法 　口座振替払　　・　　隔地払　　・その他（　　　　　　）

　　　隔地払の支払場所 　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　　支店

　
内
　
　
訳

口座振替払の振込銀行及び
口　　　  座 　   　　番　　　号

　　銀行　　　　　　　　　　　支店　　
普・当

　　　摘　　　要

　　本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
　　（１）責任者の所属部署・職名・氏名
　　（２）担当者の所属部署・職名・氏名
　　（３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）



様式第１７号　収支精算書

収入の部

支出の部

（単位　円）

差　引　増　減

増 減

計

（単位　円）

差　引　増　減

増 減

計

収入の部
本　年　度

精　算　額

本　年　度

予　算　額
適　要

支出の部
本　年　度

精　算　額

本　年　度

予　算　額
適　要



様式第18号　財産調書（第10条第2項）

　　　　財　　　　産　　　　調　　　　書

耐用年数
処分制限
年 月 日

処 分 の
種 別

処 分
年 月 日

補助金等
返 還 額

（注）　記載例

Ｌ＝400 5,000,000 ３５

ヒ ュ ー ム パ イ プ
ベンチフリューム

φ500
400型

Ｌ＝100
Ｌ＝100

20,000
6,000

2,000,000
600,000

３５
３５

塩 ビ 管
大 型 フ リ ュ ー ム

φ400
1000×700

Ｌ＝10,000
Ｌ＝14,000

1,000,000
1,400,000

１０
３５

一式 ○○○ ○○○ ６０

建 屋
揚 水 機

木造平屋建
Ａ＝10
一式

○○○
○○○

○○○
○○○

１６
１５

送 水 路
吸 水 槽

鋼管φ400
鉄筋コンクリ造

Ａ＝10
一式

○○○
○○○

○○○
○○○

３０
６０

コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 造

Ａ＝700 ○○○ ○○○ ３０

アスファルト舗装
全 幅 5m 車 道 4m

Ｌ＝1000 ○○○ ○○○ １０

処分制限期間 処分の状況

用 （ 排 水 路 ）

揚 （ 排 ） 水 揚 場

た め 池

農 道

事業名 地区名 事業主体 名称 形状寸法 数量 単価 取得金額
検 収 又 は
取得年月日

備考

-
 1

0
9
 -



様式第２４号（その１2）　交付決定前着手届・着工届（第５条）

　　年　　月　　日

秋田県知事

団体名

代表者

　　○○年度に交付対象計画として承認された次の事業について、下記条件を了承の上、補

助金交付決定前に着手したいので届け出します。

１　事　　業　　名

２　事　業　内　容

３　事　　業　　費

４　事業実施主体

５　着工予定年月日

６　竣工予定年月日

７　着手を要する理由

８　補助金交付決定前着手の条件

９　本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等

    　番　　　　   号

　職　氏名

○○年度農泊ビジネス起業支援補助金に係る交付決定前着手届について（報告）

（１）交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した施策に損失を生じた場合、これらの
　　損失は、事業実施主体が負担するものとする。

（２）交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

（３）当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、事業の変更は行わないこと。

（１）責任者の所属部署・職名・氏名

（２）担当者の所属部署・職名・氏名

（３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）


